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商工中金は、でんさいサービスの利便性向上のため、サービスの機能改善を行います。また、

これに関連した株式会社全銀電子債権ネットワーク（以下、でんさいネット）の業務規程およ

び業務規程細則の一部改正についてお知らせします。 

 

１．機能改善（実施日：2023年 1月 10日(火)） 

①債務者請求方式における記録請求の制限期間の短縮 

 発生記録請求（債務者請求方式）と譲渡記録請求の制限期間を支払期日の 7営業日前から最

短で 3営業日前に短縮します。 

 

＜発生記録請求（債務者請求方式）で設定可能な支払期日＞ 

変更前 変更後 

発生日の 7営業日後以降 
発生日の 3営業日後以降 

（でんさい貸付の場合は 5営業日後以降） 

 

＜譲渡記録請求が可能な期間＞ 

変更前 変更後 

支払期日の 7営業日前まで 
支払期日の 3営業日前まで 

（でんさい割引の場合は 5営業日前まで） 

 

②債権金額下限の引下げ 

 発生記録請求の債権金額の下限を、1万円以上から 1円以上に引き下げます。 

 

２．でんさいネットの業務規程および業務規程細則の一部改正（改正日：2023年 1月 10日(火)） 

業務規程および業務規程細則の改正内容はこちら（でんさいネット HP）をご覧ください。 

改正後の業務規程および業務規程細則はこちら（でんさいネット HP）をご覧ください。 

 

 

でんさいサービスの機能改善について 

【お問い合わせ先】 

商工中金 EBサポートデスク：0120-439-041 

受付時間：9:00～19:00（銀行休業日を除く） 

https://www.densai.net/media/2022/11/20221213_newsrelease.pdf
https://www.densai.net/provision/

